
富士市農業委員会会長　　　様

住所

氏名

１　権利を取得した者の氏名等

２　届出に係る土地の所在等

登記簿 現況

畑 畑

３　権利を取得した日

４　権利を取得した事由

５　取得した権利の種類及び内容

６　農業委員会によるあっせん等の希望の有無

有 無

※１　届出書は、相続登記後に提出してください。

※２　届出書に下記書類のいずれかを添付してください。

　○全部事項証明書又はその写し　○登記完了証の写し（電子申請版に限る）　○遺産分割協議書の写し

　　　　　権利の種類　　　　所有権

　　　　　富士市永田町一丁目１００番地　富士　正太郎（父）から相続

農地法第３条の３の規定による届出書

　　　下記農地（採草放牧地）について、　　相続　　により　　所有権　　を取得したので、農地法

記

富士市永田町一丁目１００番地

地目

　　　　　耕作の状況　　　　耕作、自作地

令和　　３年　　４月　　１日

富士市永田町一丁目１００番地

富士　市太郎

　　　　　平成・令和　　２年　１０月　　１日　（平成・令和　　３年　　３月　　１日相続登記）

氏名

富士　市太郎

住所

　　第３条の３の規定により届け出ます。

所在・地番

大淵１２３４５－６７

備考面積（㎡）

987

記 載 例

亡くなられた日を記入してください。

筆数が多く書ききれない場合は、「別紙の通り」と記入し、

全ての筆を記入した別紙をホチキス留めし、割印を押して

提出してください。

相続登記を行われた日を記入してください。


